
 

－13－ 

「いたばし No.1 実現プラン 2025」重点戦略Ⅰ SDGs 戦略 

2.医療的ケア児と家族への切れ目ない支援体制を構築 

 

 

事業概要    

    

    

事業の内容    

 

 

 

 

   

 

(1)医療的ケア児等コーディネーターの配置 

医療的ケア児等コーディネーターが医療的ケア児及び家族

等に寄り添いながら、行政機関や事業者等への相談支援及び

関係機関との連絡調整を行います。 

 

(2)子ども発達支援センター・児童発達支援センターの機

能拡充 

乳幼児及び児童の発達に関する専門相談を行っている子ど

も発達支援センター内に医療的ケア児相談窓口を設置し、ラ

イフステージに応じた相談支援を行います。 

また、児童発達支援センター(加賀児童ホーム)に、新たに医

療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支

援専門員１名を配置し、障がい児の相談機能や医療的ケア等

の相談分野の強化・拡充を図ります。 

 

(3)きょうだい児支援体制構築 

きょうだい児の理解促進を図るためのリーフレット作成や

きょうだい児やきょうだい児を養育する親同士が悩みを共

有し、集まれる場として交流会や講演会を開催します。 

 

(4)私立認可保育所での医療的ケア児受入加算事業 

区立保育園での医療的ケア児の受入れに加え、医療的ケア

児を受け入れている私立認可保育所を支援するため、園に

対して加算金を支給します。また、医療的ケア児の受入れ

のために看護師等の配置を行う私立認可保育所への補助事

業を実施します。 

医療的ケア児 

医学の進歩を背景として、ＮＩＣ

Ｕ等に長期入院した後、引き続き

人工呼吸器や胃ろう等を使用し、

たんの吸引や経管栄養などの医療

的ケアが日常的に必要な児童のこ

と。 

 

既に医療的ケア児受入れを実施し

ている区立保育園 

・高島平あやめ保育園 

・上板橋保育園 

・中板橋保育園 

・坂下三丁目保育園 

・ゆりの木保育園  (計５園)   

いたばし医療的ケア児等支援体制の構築 

医療的ケアを必要とする子どもが個々の状況に応じた適

切な支援を受けられる体制の構築が喫緊の課題となって

います。 

医療的ケア児及びその家族に寄り添った支援体制を専門

のコーディネーターを中心に構築することで、子どもの

成長に合わせた各ステージでの切れ目ない支援を提供し

ます。 

また、子ども発達支援センターに新たに相談窓口を設置

したり、児童発達支援センターの相談機能を拡充したり

するとともに、交流会開催等による「きょうだい児支援体

制」の構築、私立認可保育所における医療的ケア児受入体

制の支援に向けた加算金の支給・補助を行います。 

 

きょうだい児 

重い病気や障がいのある兄弟や姉

妹がいる子どものこと。 

★区長のいち押し事業 

令和６年度 第２回 重症心身障がい・医療的ケア児等会議 

令和７年２月５日（水）  参考資料１ 
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   実施の背景・目的 

    

   今後のスケジュール 

    

   

    

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 39,907 千円 

 

  

 

関係機関と連携した障がい児支援体制の強化 

令和３年 9 月 18 日に「医療的ケア児及びその家族に対

する支援に関する法律」が施行され、医療的ケア児に対す

る支援措置の実施が、国・地方公共団体の「責務」となり

ました。 

区としても医療的ケア児とその家族へ適切な支援を届け

る医療的ケア児等コーディネーターを中心として、関係

機関(教育・医療・保育・事業所)と連携する体制を構築す

ることで、障がい児支援の強化を図っていきます。 

 

(内訳) 
医療的ケア児等コーディネーターの配置      6,856 千円 
子ども発達支援センター・児童発達支援センターの機能拡充   16,108 千円 
きょうだい児支援体制構築                        499 千円 
私立認可保育所での医療的ケア児受入加算事業  16,444 千円 

医療的ケア児等コーディネーターの配置 
令和７年４月 事業開始予定 
 

子ども発達支援センター相談窓口拡充 
令和７年 5 月 医療的ケア児相談窓口を設置 
 
児童発達支援センターの機能拡充 
令和７年４月 医療的ケア児等コーディネーター養成 

研修を修了した相談支援専門員の配置 

 

私立認可保育所での医療的ケア児受入加算事業 
令和７年４月 事業開始 

 

区内医療的ケア児等 

コーディネーター養成研修修了者数 

12 名 

    

いたばし医療的ケア児等支援体制の構築【全体のイメージ】 

福祉部 障がいサービス課 
課 長 國枝 豊     ℡3579-2713 

福祉部 障がい政策課 

課 長 小田 健司    ℡3579-2360 
子ども家庭部 保育サービス課 

課 長 飯嶋 登志伸 ℡3579-2492 

医療的ケア児等コーディネーター 

医療的ケア児が必要とする保健、医

療、福祉、教育等の必要なサービス

を総合的に調整し、医療的ケア児等

とその家族に対する支援のための

地域づくりを推進する役割を担う。 


